
　

ら
も
い
て
、
４
月
１
日
以
降
大

　

学
な
ど
へ
進
学
・
就
職
す
る
方

【
申
請
書
類
】

①
〜
③
に
該
当
す
る
方

 

・
監
護
相
当
・
生
計
費
の
負
担
に

　

つ
い
て
の
確
認
書

①
・
③
に
該
当
す
る
方

　 

（
手
当
額
が
改
定
と
な
る
方
）

 

・
児
童
手
当
額
改
定
請
求
書

【
申
請
期
限
】　

４
月
16
日
㈬

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
多
子
加
算

を
受
け
ら
れ
な
い
期
間
が
あ
り
ま

す
。

　

申
請
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に

は
、
３
月
末
ま
で
に
申
請
の
案
内

を
送
付
し
ま
す
。
案
内
が
届
い
て

い
な
い
方
で
、
該
当
す
る
場
合
は

子
育
て
支
援
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

　

新
た
に
水
道
を
使
用
す
る
と
き
、

水
道
の
使
用
を
や
め
る
と
き
な
ど

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
水
道
の
使
用
開
始

 
・
引
っ
越
し
を
し
て
き
た
と
き

 
・
家
を
新
築
し
た
と
き

○
水
道
の
使
用
中
止

 

・
引
っ
越
し
を
し
て
い
く
と
き
（
水 

　

道
料
金
の
精
算
を
忘
れ
ず
に
）

 

・
長
い
間
水
道
を
使
わ
な
い
と
き

※
水
道
の
使
用
開
始
・
中
止
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
申
込
手
続
き

が
で
き
ま
す
。 水

道
の
届
け
出
は
忘
れ
ず
に

○
所
有
者
の
名
義
変
更

 

・
相
続
や
売
買
な
ど
で
所
有
者
の

　

名
義
が
か
わ
る
と
き

 

・
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
水
道
課

　

☎
４
４
３
‐
０
６
７
７

水
道
の
使
用
開
始
な
ど
の
連
絡
先

　

ヴ
ェ
オ
リ
ア
・
ジ
ェ
ネ
ッ
ツ
㈱

　

八
街
営
業
所

　

☎
４
４
３
‐
５
５
９
５

市ＨＰ

 

国
民
年
金
保
険
料

　

 

学
生
納
付
特
例
制
度

物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金（均等割非課税）のお知らせ
　令和６年度住民税均等割非課税である世帯を対
象に給付金を支給します。
支給額　　１世帯あたり３万円（１回限り）
支給対象　令和６年12月13日時点で、八街市に住
　　　　　民登録があり、世帯全員の令和６年度
　　　　　住民税が非課税である世帯
※次に該当する世帯は対象外となります。
 ・令和６年度住民税均等割が課税されている方が
　いる世帯
 ・ 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族
　などの扶養を受けている世帯（扶養を受けてい
　るかは、家族に確認してください）
 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方
　がいる世帯
 ・ ３万円給付を他市町村ですでに受けている世帯

 【非課税世帯に対する給付金（３万円）の支給手続き】
○市から「お知らせ」が届いた世帯
 ・支給対象世帯に該当し、前回の10万円給付金を
　八街市から口座振込により受給され、世帯状況
　に変更がない世帯には、３月下旬から「お知ら
　せ」を発送します。
 ・ 原則、手続きは不要ですが、振込口座を変更す
　る場合などは、  「お知らせ」をご覧ください。
○「確認書」が届いた世帯
　対象と思われる世帯には、３月下旬に「確認書」を
　発送します。必要事項を記入、添付書類が必要
　な場合は添付し、社会福祉課へ返送してください。
○市からお手紙が届かなかった世帯
　申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、
　必要書類を添えて、社会福祉課に郵送または窓
　口に提出してください。
※申請書は、市ホームページからダウンロード、
または、社会福祉課で配付しています。

提出期限　
○ 「お知らせ」が届いた世帯のうち変更する場合など
　 「お知らせ」に記載している期限までに、コー
　ルセンターへご連絡ください。
○「確認書」   「申請書」を提出する世帯
　６月30日㈪（必着）
 【こども加算（２万円）の支給手続き】
○市から「お知らせ」が届いた世帯
 ・３万円給付金受給済世帯と同一世帯に18歳以下
　のこどもがいる世帯の方には、５月上旬から順
　次「お知らせ」を発送します。
 ・ 原則、手続きは不要ですが、振込口座を変更す
　る場合などは、   「お知らせ」をご覧ください。
○市からお手紙が届かなかった世帯
　申請が必要です。コールセンターへお問い合わ
　せください。
提出期限
○ 「お知らせ」が届いた世帯のうち変更する場合など
　 「お知らせ」に記載している期限までに、コー
　ルセンターへご連絡ください。
○「申請書」を提出する世帯
　７月31日㈭（必着）
支給日
 ・  「お知らせ」に記載している支給決定日
 ・  「確認書」  「申請書」は、書類を受理した日から
　約４週間後に指定した口座へ支給します。 
　 （書類に不備があった場合は、日数がかかります）
送付先　〒２８９－１１９２　八街市八街ほ35番地29
　　　　社会福祉課
給付金受付窓口（３月 24 日㈪から開始）
　八街市総合保健福祉センター３階
　午前８時 45 分～午後５時（土曜・日曜日、祝日を除く）
コールセンター　（３月 17 日㈪から開始）
　☎︎０１２０－７７３－１３８
　午前８時 45 分～午後５時（土曜・日曜日、祝日を除く）

　

多
子
加
算
（
第
３
子
以
降
の
加

算
）
を
受
け
て
い
る
方
で
、
①
～

③
に
該
当
す
る
場
合
は
、
手
続
き

が
必
要
で
す
。

【
申
請
が
必
要
な
方
】

　

令
和
７
年
４
月
１
日
時
点
で
、

監
護
相
当
お
よ
び
生
計
費
の
負
担

の
あ
る
大
学
生
年
代
ま
で
（
22
歳

年
度
末
ま
で
）
の
お
子
さ
ん
と
18

歳
以
下
の
お
子
さ
ん
を
合
わ
せ
て

３
人
以
上
監
護
し
て
お
り
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
令
和
７
年
３
月
に
第
１
子
が
高

　

校
を
卒
業
し
、
４
月
１
日
以
降

　

大
学
な
ど
へ
進
学
・
就
職
す
る
方

②
令
和
７
年
３
月
に
第
１
子
が
短

　

大
や
専
門
学
校
を
卒
業
し
、
４

　

月
１
日
以
降
大
学
な
ど
へ
進
学

　

・
就
職
す
る
方

③
令
和
７
年
３
月
に
短
大
や
専
門

　

学
校
な
ど
を
卒
業
し
た
お
子
さ

　

ん
と
、
令
和
７
年
３
月
に
高
校

　

を
卒
業
す
る
お
子
さ
ん
が
ど
ち

児
童
手
当
を
受
給
中
の
方
へ
大
切
な
お
知
ら
せ

市ＨＰ
　

20
歳
以
上
の
方
は
国
民
年
金
へ

の
加
入
と
保
険
料
の
納
入
が
義
務

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
め
な
い
と
、
老
後

だ
け
で
は
な
く
、
障
が
い
や
死
亡

と
い
っ
た
不
測
の
事
態
が
起
き
た

時
に
、
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済

的
に
難
し
い
学
生
の
方
に
は
、
在

学
中
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

電
子
申
請
や
窓
口
も
し
く
は
郵
送

に
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

  

学
生
納
付
特
例
は
、
本
人
の
所

得
に
よ
る
審
査
が
あ
り
ま
す
。

令
和
７
年
度
も

　
　

引
き
続
き
在
学
予
定
の
方
へ

　

学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
、

令
和
６
年
度
の
保
険
料
納
付
を
猶

予
さ
れ
て
い
る
方
で
、
引
き
続
き

令
和
7
年
度
も
在
学
予
定
の
方
に

は
４
月
初
旬
に
申
請
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
と
同
じ
学
校
に
在

学
す
る
方
は
、
送
付
さ
れ
た
申
請

書
（
は
が
き
）
に
必
要
事
項
を
記

入
し
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
在
学
先
が
変
わ
る
方
は
、
送

付
さ
れ
た
申
請
書
（
は
が
き
）
で

は
手
続
き
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
電

子
申
請
や
窓
口
も
し
く
は
郵
送
に

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
幕
張
年
金
事
務
所

　

☎
２
１
２
‐
８
６
２
１

　

国
保
年
金
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
３
９

問

問

令和 7 年３月 15 日 ２市外局番（０４３） 広報やちまた ２

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

問


